
◎民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律の一部を改正する法律 
（令和四年一二月一六日法律第一〇〇号）   

一、 提案理由（令和四年一一月一六日・衆議院内閣委員会） 

○岡田国務大臣 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一

部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げま

す。 

 公共の施設とサービスに民間の資金と創意工夫を最大限活用するＰＦＩは、新しい資

本主義における新たな官民連携の柱であり、官民の適切なパートナーシップの下、民間

のノウハウを活用して、事業の効率化やサービス水準の向上等を目指すために重要な取

組であります。 

 特に、地域づくりの核となるスポーツ施設や身近な拠点となる集会施設など活用対象

を拡大するとともに、ＰＦＩについて地方部への金融等の専門的ノウハウの浸透を図

り、小規模自治体など全国各地で幅広く自律的に展開されることなどが求められており

ます。 

 この法律案は、このような状況に鑑み、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

した公共施設等の整備等を一層促進するため、公共施設等の対象の拡大、公共施設等運

営権に関する実施方針の変更手続等の整備、株式会社民間資金等活用事業推進機構への

民間支援業務の追加及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を行うもので

あります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、特定事業の対象となる公共施設等にスポーツ施設及び集会施設を追加するこ

ととしております。 

 第二に、公共施設等運営権に関する実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る

事項について、公共施設等運営権者は変更の提案をすることができることとし、当該変

更の提案を受けた公共施設等の管理者等が必要があると認めるときは、当該実施方針の

変更をすることができることとしております。 

 第三に、株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務に、特定選定事業を支援する事

業を実施する民間事業者に対する専門家の派遣等を追加するとともに、同機構は、令和

十年三月三十一日までにその保有する株式等の処分を行うよう努めなければならないこ

ととされているところ、当該期限を令和十五年三月三十一日まで延長することとしてお

ります。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和四年一一月二一日） 

○大西英男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審



査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層

の促進を図るためのものです。 

 その主な内容は、 

 第一に、ＰＦＩ事業の対象となる公共施設等の定義にスポーツ施設及び集会施設を追

加するものです。 

 第二に、実施方針で定めた公共施設等運営事業に係る施設の規模又は配置の変更を可

能とするものです。 

 第三に、株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務に民間支援業務を追加するもの

です。また、同機構が保有する株式等の処分に係る期限を延長するものです。 

 本案は、去る十一月十五日本委員会に付託され、翌十六日岡田国務大臣から趣旨の説

明を聴取いたしました。次いで、十八日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決

いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年一一月一八日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき

を期すべきである。 

一 ＰＦＩ事業を推進するに当たっては、民間が担うことによってコストの削減とサー

ビスの向上が期待できる事業に限り実施されるよう徹底すること。 

二 ＰＦＩ事業の実施に当たっては、国民の安心及び安全に十分留意し、提供される公

共サービスの水準が維持・向上されるとともに、地域経済の活性化に向けて地元企業、

とりわけ中小企業の参画が促進されるよう、国及び地方公共団体が責任をもって管理

すること。 

三 ＰＦＩ事業の事後評価及び諸外国の事例も含めた課題分析を行い、今後の事業実施

に活かすこと。 

四 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対し、多額の国費が用いられていることに

鑑み、出融資決定時及び実行後における当該出融資の情報開示を適切かつ定期的に行

うよう求めることを通して、国民に対する説明責任を十分に果たすこと。 

五 株式会社民間資金等活用事業推進機構は民間資金の呼び水の役割を果たすという設

立の趣旨に鑑み、設立以来拡大してきた業務が民間企業及び地域金融機関の活動を阻

害することがないよう留意するとともに、民間インフラ投資市場の形成を延長期限内

に行い、同機構の業務が早期に終了するよう最大限努めること。  

三、参議院内閣委員長報告（令和四年一二月一〇日） 

○古賀友一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における



審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の

一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、公共施設等の運営権者の提案による

実施方針の変更手続の整備、並びに株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の追加

及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、これまでのＰＦＩの実績と評価、会計検査院報告の指摘に対

する認識、公共施設等運営権に関する実施方針の変更の在り方、機構の役割と業務終了

の目途等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対、れいわ新

選組の舩後委員より反対の旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。  

○附帯決議（令和四年一二月八日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 ＰＦＩ事業を推進するに当たっては、民間が担うことによってコストの削減とサー

ビスの向上が期待できる事業に限り実施されるよう徹底すること。 

二 ＰＦＩ事業の実施に当たっては、国民の安心・安全及び働く人の賃金・勤務労働条

件に十分留意し、提供される公共サービスの水準が維持・向上されるとともに、地域

経済の活性化に向けて地元企業、とりわけ中小企業の参画が促進されるよう、国及び

地方公共団体が責任をもって管理すること。 

三 ＰＦＩ事業の事後評価及び諸外国の事例も含めた課題分析を行い、今後の事業実施

に活かすこと。 

四 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対し、多額の国費が用いられていることに

鑑み、出融資決定時及び実行後における当該出融資の情報開示を適切かつ定期的に行

うよう求めることを通して、国民に対する説明責任を十分に果たすこと。 

五 株式会社民間資金等活用事業推進機構は民間資金の呼び水の役割を果たすという設

立の趣旨に鑑み、民業補完の原則に十分留意するとともに、民間インフラ投資市場の

形成を延長期限内に行い、同機構の業務が早期に終了するよう最大限努めること。そ

のため、同機構が有するＰＦＩ事業に関する知見を地域金融機関に移転すること等を

通じ、ＰＦＩ事業に精通した民間の人材育成を積極的に図ること。 

  右決議する。  

 


